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際
に
も
購
入
で
き
ま
す
。

休
日
窓
口
開
設
の
お
知
ら
せ
〜

３
月・４
月
は
市
民
課
窓
口
が

大
変
混
み
合
い
ま
す
〜

問
市
民
課

☎
（
８
７
６
）１
２
８
３

　

４
月
は
新
生
活
が
始
ま
る
時
期

で
、転
入
・
転
出
な
ど
の
住
民
異
動

届
の
手
続
き
の
た
め
に
多
く
の
人

が
市
役
所
を
訪
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

３
月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬
に
か
け

て
窓
口
が
大
変
混
み
合
い
、待
ち
時

間
が
２
～
３
時
間
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。そ
こ
で
、混
雑
の
緩
和

と
平
日
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め

に
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
休
日
窓
口
の
開
設
日
時
】

日
に
ち

3
月
28
日（
日
）、4
月
4

日（
日
）

受
付
時
間　
午
前
8
時
30
分
～
午

前
11
時
30
分
、午
後
１
時
～
午
後
４

時
30
分

場
所　
市
役
所
１
階
市
民
課

対
象
と
な
る
手
続
き　
主
に
住
民

た
だ
き
、次
回
の
ご
利
用
時
に
お
返

し
く
だ
さ
い
。

●
回
数
券
の
販
売

　

乗
車
の
際
に
小
銭
を
準
備
す
る

の
が
面
倒
だ
と
思
っ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？
12
月
か
ら
、う
ら

ち
ゃ
ん
m
i
n
i
の
車
内
で
５
枚

つ
づ
り
回
数
券
を
販
売
し
て
い
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、サ
ン
エ
ー
浦
添
西
海
岸
パ
ル

コ
シ
テ
ィ
の
１
階
に
あ
る
O
T
M

グ
ル
ー
プ
L
o
u
n
g
e-

T
パ
ル

コ
シ
テ
ィ
店
内
に
お
い
て
も
販
売

を
し
て
い
ま
す
の
で
、お
買
い
物
の

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

う
ら
ち
ゃ
ん
m
i
n
i
が
利
用

し
や
す
く
な
り
ま
し
た

問
都
市
計
画
課

☎（
８
７
６
）１
２
４
４

●
雨
天
時
の
傘
貸
し
出
し
サ
ー
ビ

ス
　

保
管
期
限
を
過
ぎ
た
拾
得
物
な

ど
資
源
の
有
効
活
用
を
は
か
る
た

め
、う
ら
ち
ゃ
ん
m
i
n
i
車
内
に

お
い
て
雨
天
時
に
傘
を
貸
し
出
す

サ
ー
ビ
ス
を
始
め
ま
し
た
。ご
利
用

の
際
は
、運
転
手
に
声
を
か
け
て
い

票
等
の
証
明
書
の
交
付
や
住
民
異

動
届
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市
役
所
駐
車
場
の
混
雑

問
契
約
検
査
課
庁
舎
管
理
係

☎  （
8
7
6
）1
3
0
4

　

例
年
２
月
か
ら
４
月
に
か
け
て

市
役
所
を
利
用
す
る
人
が
増
え
る

た
め
、駐
車
場
お
よ
び
周
辺
道
路
の

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。時
間
に
余

裕
を
も
っ
て
お
越
し
い
た
だ
く
か
、

で
き
る
だ
け
公
共
交
通
機
関
等
を

ご
利
用
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。駐
車
場
の
一
覧
等
に
つ

い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

引
っ
越
し
に
よ
る
水
道
の
使
用

開
始・中
止
に
は
手
続
き
が
必

要
で
す

問
上
下
水
道
部
営
業
課

☎  

（
８
７
７
）８
４
７
６
、８
４
６
０

　

引
っ
越
し
な
ど
で
水
道
の
使
用

開
始
ま
た
は
使
用
中
止
を
し
た
い

と
き
は
、作
業
希
望
日
の
２
、３
営

業
日
前
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

15
分（
電
話
、営
業
課
窓
口
で
受
け

付
け
）

　

受
け
付
け
の
際
に
使
用
開
始
日

ま
た
は
使
用
中
止
日
、使
用
者
の
氏

名
、住
所
、連
絡
先
な
ど
を
確
認
し

ま
す
。基
本
的
に
立
会
い
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

　

午
後
４
時
以
降
の
閉
栓
受
け
付

け
は
、翌
営
業
日
の
閉
栓
作
業
に
な

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

緑
の
募
金

問
美
ら
ま
ち
推
進
課

☎  
内
線
４
０
６
３

　

緑
の
募
金
は
、身
近
な
み
ど
り
作

り
に
活
用
す
る
ほ
か
、貴
重
な
水
資

源
を
確
保
す
る
た
め
の
森
林
の
整

備
や
、地
球
規
模
で
の
み
ど
り
の
環

境
を
育
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

実
施
し
ま
す
。皆
さ
ん
か
ら
の
ご
好

意
は
、市
内
の
地
域
緑
化
運
動
な
ど

に
役
立
っ
て
い
ま
す
。花
と
緑
の
美

ら
島
の
た
め
、緑
の
募
金
へ
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

納
付
方
法　
募
金
の
納
付
に
つ
き

ま
し
て
は
、市
役
所
６
階
美
ら
ま
ち

推
進
課
窓
口
で
直
接
納
付
が
可
能

で
す
。ま
た
、各
種
銀
行
口
座
へ
の

直
接
振
込
も
可
能
で
す
。振
り
込
み

で
納
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

募
金
期
間　
４
月
30
日（
金
）ま
で

道
路
占
用
料
が
令
和
3
年
4
月

か
ら
変
わ
り
ま
す

問
道
路
課
維
持
管
理
係

☎  

内
線
４
５
６
８

　

地
価
水
準
の
変
動
等
を
反
映
し

た
道
路
法
施
行
令
等
の
改
正
に
伴

い
、
浦
添
市
の
道
路
占
用
料
を
4

月
か
ら
適
正
な
額
へ
引
き
上
げ
ま

す
。詳
し
い
改
正
内
容
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲道路占用料
が令和3年4
月から変わり
ます

税
金
・
保
険
・
年
金

乗
っ
て
い
な
い
バ
イ
ク・軽
自
動

車
は
３
月
ま
で
に
抹
消
を
！

問
市
民
税
課

☎  

内
線
2
2
1
1
、2
2
1
2

　

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
毎
年

４
月
１
日
現
在
で
バ
イ
ク
・
軽
自
動

車
を
所
有
し
て
い
る
人
に
納
税
義

務
が
あ
り
ま
す
。登
録
・
名
義
変
更
・

住
所
変
更
・
廃
車
な
ど
の
手
続
き
は

３
月
ま
で
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

車
種
に
よ
り
問
い
合
わ
せ
窓
口

が
異
な
り
ま
す
。左
の
表
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

《
原
付
バ
イ
ク
の
手
続
き
に
必
要
な

も
の
》

●
新
規
登
録

　

販
売
証
明
書（
ま
た
は
廃
車
証
明

書
）・
名
義
人
の
印
鑑
・
自
賠
責
保
険

証
明
書

●
名
義
変
更（
浦
添
市
ナ
ン
バ
ー
）

標
識
交
付
証
明
書
・
新
旧
両
方
の

名
義
人
の
印
鑑
・
自
賠
責
保
険
証
明
書

●
名
義
変
更（
他
市
ナ
ン
バ
ー
）

　

標
識
交
付
証
明
書
・
新
旧
両
方
の

名
義
人
の
印
鑑
・
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
・
自
賠
責
保
険
証
明
書

●
抹
消（
廃
車
）

　

標
識
交
付
証
明
書
・
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
・
名
義
人
の
印
鑑

※
バ
イ
ク
の
手
続
き
の
際
は
、届
出

人（
窓
口
に
来
る
人
）の
本
人
確
認
を

行
い
ま
す
の
で
、身
分
証
明
書（
運
転

免
許
証
等
）を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
未
成
年（
19
歳
未
満
）の
人
が
新

規
登
録
、名
義
変
更
さ
れ
る
場
合
は

保
護
者
が
記
入
し
た「
同
意
書
」の

提
出
も
必
要
で
す
。

土
地
お
よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
の
縦
覧

問
資
産
税
課

☎  

内
線
2
2
6
1
〜
2
2
6
5

　

地
方
税
法
第
4
1
6
条
第
1
項

の
規
定
に
よ
り
、令
和
３
年
度
土
地

価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

縦
覧
帳
簿
に
は
、市
内
に
あ
る
土

地
・
家
屋
の
価
格
等
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。こ
の
機
会
に
、ご
自
身
の

資
産
と
他
の
資
産
を
比
較
し
て
、そ

の
資
産
が
適
正
に
評
価
さ
れ
て
い

る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、期
間
を
過
ぎ
る
と
縦
覧
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

令
和
３
年
度
の
納
税
通
知
書
の

発
送

問
資
産
税
課

☎  

内
線
２
２
６
１
〜
２
２
６
５

　

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
は

4
月
初
旬
に
発
送
し
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
が
届
い
た
ら
内
容

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。納
税
通

知
書
が
届
か
な
い
場
合
に
は
、資
産

税
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　新型コロナウイルスなどの感染症に感染した人や、その疑い
のある人がご家庭にいる場合、鼻水等が付着したマスクや
ティッシュのごみは、次の「ごみの捨て方」に沿って捨てましょう。

❶ごみ箱は、袋をかぶ
せて使いましょう。袋
がいっぱいになる前に
しばり、封をします。

❷マスクなどのごみ
に直接触れないよう、
しっかりしばります。

❸ごみを捨てた
後は、石鹸を使っ
て、流水で手をよ
く洗いましょう。

コロナウイルスなどの感染症対策としての
ご家庭でのマスク等の捨て方

※万が一、ごみが袋の外に触れた場合は、二重にごみ袋に入れてください。

ごみの捨て方

環境保全課（内線☎3211）
【問い合わせ】

・ごみに直接触れない
・ごみ袋は空気を抜き、しっかりしばって封をする
・ごみを捨てた後は手を洗う

・原付バイク（50cc～125cc）
・小型特殊自動車
・ミニカー

浦添市役所
市民税課 軽自動車税係
☎（876）1273

車　種 受付場所

軽自動車検査協会
☎050（3816）3126

陸運事務所
☎050（5540）2091・二輪 （126cc 以上）

・軽自動車

●市内の土地または家屋の納税者・納税管理人
●代理人（納税者からの委任状が必要です）

納税通知書または運転免許証などの本人確認できるもの
※代理人が縦覧する場合は上記に加え委任状

浦添市役所2階　資産税課窓口
4月1日（木）～30日（金）（土日・祝日を除く）

午前8時30分～午後5時15分（正午～午後1時を除く）

無料

縦覧できる人

縦覧場所

縦覧期間

受付時間

必要なもの

手数料▲OTMグループ Lounge-T

申告書の提出は
できる限り郵送で！

市民税課 ☎（876）1275問い合わせ

令和3年度 
市民税・県民税兼国民健康保険税 

　市民税・県民税の申告は郵送で提出できます。申
告会場で待つこと無く、自宅で都合のいい時間に申
告書を作成でき、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止につながります。

平日/午前９時～午後４時

■申告に必要なもの

■郵送書類
❶市県民税の申告書
❷本人確認書類のコピー
❸下記の「申告に必要なもの」の④⑤⑥※コピー可

【郵送先】〒901-2501 浦添市安波茶１-１-１ 浦添市役所 市民税課

※収入がないという申告をする人は、❶❷のみ郵送してください。
【注意事項】
・申告書の控えが必要な人は、返信用封筒（宛先記入、切手貼付）を同封してください。
・添付書類は原則返却しません。
・証明書等の添付が無いと控除の適用はできません。

①市県民税の申告書
②印鑑（認印可）
③本人確認書類　
④前年中の収入・経費
　を証明するもの

期　間

時　間
場　所

３月15日（月）まで
浦添市役所９階

申告の要否、申告書の書き方など
詳しくはこちら▶

⑤諸控除の証明書類
　ア．社会保険料の支払証明書など
　イ．生命保険料、地震保険料の控除証明書
　ウ．医療費控除の明細書など
　エ．障害者手帳、学生証など
　オ．障害者控除対象者認定書
⑥その他…申告内容の確認に必要と思われるもの

※申告書は、市役所２階  市民税課で配布しています。　




